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研究要旨  

研究目的：本研究は、平成 29年の社会福祉法改正によって市町村が整備されることに努めること

とされた包括的な支援体制及び令和 2 年の同法改正においてその整備に向けた事業として法制化

された重層的支援体制整備事業の体制の整備に向けた評価枠組みを明らかにすることである。 

方法：評価指標の開発を担当する「指標班」と対象自治体で参加型評価のデザインに基づいて評

価活動を試行的に実施する「伴走班」に分かれて研究を実施、合計 4 回の全体研究会で両者の成

果を共有した。 

結果：指標班では、プレ調査結果と専門家へのヒアリングをもとに修正版調査票を作成して、重

層的支援体制整備事業に取り組む全国の市町村を対象とした調査を実施し、その結果を踏まえて

内容の妥当性を検証するための基礎的な分析に着手した。伴走班では、7つの自治体（高島市、坂

井市、東海村、豊田市、北九州市、都城市、日光市）において、評価活動を実施した。初年度から

取組を進めてきた自治体（高島市、坂井市、東海村）では、作成した評価枠組みを精緻化し、指標

の設定とそれに基づいたデータ取集に向けて取り組んだ。また、豊田市では、包括的な相談支援

体制について当初の制度設計がどの程度達成されているかについて、昨年度のインタビュー調査

の結果をもとに市内相談支援関係者全数を対象とした質問紙調査を実施し、分析に着手した。新

たに評価活動を進めた自治体のうち、北九州市では、評価可能性アセスメントして、各行政区の

職員を対象にワークショップ及びヒアリングを行い、評価活動を進める上での課題を把握した。

一方、都城市と日光市では、包括的な支援体制における地域づくりに向けた支援の評価枠組みを

構築することを目指して評価活動を行った。都城市では、地区社会福祉協議会の将来構想を協議

する場を活用し、地区社協が目指す「地域の理想像」を明らかにし、日光市では、社会福祉協議

会のコミュニティワーク記録を用いた地域づくりのアウトカムの言語化に着手した。 

結論：指標班で実施した調査については、内容の妥当性を検証するための分析を継続するととも

に、評価指標の妥当性と信頼性の検証を進める。また、作成した指標を活用した評価伴走の方法

を検討する。伴走班では、対象自治体ごとの課題や取組状況に応じて多様なテーマを取り上げ、

評価活動に参加する主体や評価アプローチも異なっているものの、参加型評価の方法をとること、

評価プロセス活用の視点では共通した知見が得られた。評価の目的とそれに活用した手法のバリ

エーション、データを収集して得られた評価結果からのリフレクションとそれを組織の学びに変

えていく仕組み、評価活動のプロセスを通じた評価能力向上や、ガバナンス促進への寄与につい

て、伴走班間での知見の整理・体系化を進める。
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A．研究目的 

 地域住民の複雑化・複合化する支援ニーズ

に対応するため、平成 29 年の社会福祉法改

正においては、市町村が地域生活課題に対し

て地域住民等及び支援関係機関が連携して

対応する「包括的な支援体制の整備」に努め

ることとされ、その具体的な方策として令和

2 年の法改正において「重層的支援体制整備

事業」が実施できるようになった。本研究の

目的は、新たに市町村が整備することになっ

た包括的支援体制やその整備のために実施

する重層的支援体制整備事業の体制整備に

向けた評価枠組みを明らかにすることであ

る。 

 包括的な支援体制と重層的支援体制整備

事業の大きな特徴は、それぞれ複数の施策、

事業から構成されており、また支援対象が特

定されていないことから、従来の政策評価・

行政評価に用いられている目標管理型の評

価手法での評価が難しいことである（厚生労

働省、2023、清水、2024）。また、複数の施

策や事業は、一体的に（重層的に）機能する

ことで効果を発揮することが想定されてお

り、有機的な実施のために分野を超えた庁内

および庁外の連携・協働体制の構築が不可欠

であることから（永田、2021、三菱 UJF リ

サーチ＆コンサルティング、2023）、多様な

主体による評価のプロセスが体制構築に寄

与する側面にも注目する必要がある（平野、

2023）。 

 このような特徴を踏まえつつ、本研究では、

①指標班と②伴走班の二つの研究班による

研究を通じて、評価指標の開発とその活用方

法の検討（指標班）と、対象自治体に伴走し

た評価活動を通じて、自治体の実情を踏まえ

た評価指標を開発すること及び評価活動を

通じた体制整備への効果を検討してきた。 

 

B．研究方法 

１．指標班 

 分担研究報告書（「市町村による包括的支

援体制の整備に向けた取り組みに関する評

価指標の開発に関する研究」）に詳細に示し

た通り、指標班では、昨年度、デルファイ法

に基づいて開発した調査項目に基づいて、調

査票を作成し、プレ調査を実施している。こ

れを踏まえ、調査票の修正を行い、2024年度

時点で重層的支援体制整備事業を実施して

いる自治体（346自治体）及びその移行準備

事業を実施している自治体（206自治体）を

対象として、全国調査を実施した。 

  

２．伴走班 

 各分担研究報告書に詳細に示した通り、

自治体伴走班では、参加型評価のデザイン

に基づいて、アクションリサーチの方法を

採用し、対象自治体の実情に応じた評価プ

ロジェクトチームを組成し、①滋賀県高島

市、②福井県坂井市、③茨城県東海村、④

愛知県豊田市、⑤福岡県北九州市、⑥宮崎

県都城市、⑦栃木県日光市の 7自治体で、

評価活動を実施した。 

昨年度から評価活動に取り組んできた高

島市、坂井市、東海村においては、プログ

ラム評価の考え方を基軸とし、構築した評

価枠組みに基づいて、アウトカム指標の設

定（坂井市と東海村）と、それに基づいた

データの収集を進めた（高島市）。また、同

じく昨年度から相談支援体制の形成的評価

を進めてきた豊田市では、相談支援体制の

体制整備の改善につながる知見を得ること

を目的として、昨年度実施した相談支援機

関へのインタビュー調査の結果に基づい

て、質問紙を作成し、豊田市内の相談支援

関係者全数を対象とした質問紙調査を行っ

た。 

新たに評価活動を進めた自治体のうち、

政令指定都市である北九州市では、本庁の

重層的支援体制整備事業担当者や受託事業

者とともに評価プロジェクトチームを組成

し、ワークショップや各行政区の担当者

（いのちをつなぐネットワーク担当係長）

にヒアリングを行い、評価可能性アセスメ

ントを行った。政令指定都市の場合、本庁

と行政区の体制整備が必要になり、行政区

ごとの意識合わせが必要だと考えられたた

めである。一方、都城市と日光市では、包

括的な支援体制整備における地域づくりに

向けた支援の評価枠組みを構築することに

焦点をあてて評価活動を行うことにした。

都城市では、地区社会福祉協議会（社会福

祉協議会が 15の中学校区ごとに設置してい

る地域住民等を構成員とする組織体）の将

来構想（令和版地区社協構想）を検討する

場を評価活動の場とし、それにかかわる地

域住民等とともに、2つの評価アプローチ

（Most Significant Change、Principles-fo

cused Evaluation）を援用したワークショ

ップを通じて構想作りに関与するととも

に、集約した「地域の理想像」実現のため

の評価軸を検討した。また、日光市では、

「コミュニティワーク記録」に着目し、地

域づくりに向けた支援の評価枠組みを検討

した。評価プロジェクトチームを組成し、

記録フォーマットの改善、評価アプローチ

の検討、生活支援体制整備事業に従事する



4 

 

ワーカーによるワークショップを通じたア

ウトカムの特定を行った。 

 

３．全体の統括 

 以上の成果については、合計 5回の全体

研究会(4月、8月、12月、3月)において、

全体で共有し、横断的な取りまとめの方向

性について協議した。 

 

倫理的配慮 

本研究は、国立保健医療科学院(NIPH-IBR

A#23030)、立教大学(KOMI23007A)、明治学

院大学の研究倫理審査委員会（SW24-06）、

武蔵野大学人間科学部研究倫理審査委員会

（2024-18-02）、同志社大学社会学部・社会

学研究科倫理審査委員会（2024＿0013）の承

認を得て実施した。 

 

C．研究結果 

１．指標班 

 まず、昨年度のプレ調査の結果に基づいて

調査票の修正を行った。プレ調査時の調査票

については、Ⅰ.包括的支援体制の整備にかか

わる取り組みの評価指標 11項目（44設問）、

Ⅱ.重層事業の実施状況の評価指標 25項目（9

5設問）、Ⅲ.事業間の連動の評価指標 34項目

（102設問）で構成されていた。プレ調査に

回答した市町村の職員等で構成される専門

家委員会の意見を踏まえ、最終的に、修正さ

れた調査票は、以下のような構成となった。 

Ⅰ包括的な支援体制の整備に向けた取り

組みに関わる評価指標 10項目（40設問）（0

該当なし、該当あり 1）、Ⅱ重層事業の進捗状

況に関わる評価指標 15 項目（5 事業 3 項目

ずつ）45設問(1できていない、2あまりでき

ていない、3 ある程度できている、4 十分に

できている)、Ⅲ事業間の連動の評価指標 22

項目（重層事業間の連動 17 項目、重層事業

とその他事業 5 項目）（102 設問））（支援に

向けた相談をする（される）ことがある、支

援に向けた相談を定期的な会議で行ってい

る、ルールや支援フローが整備されている、

ノウハウや地域資源を共通のものとして使

用できる体制がある）とした。 

次に、修正した調査票に基づいて全国調査

を行った。回答の詳細は、分担研究報告書「市

町村における包括的支援体制の整備に向け

た取り組みに関する評価指標の開発に関す

る研究」の通りであるが、要点を再掲すれば

以下のとおりである。 

回答市町村の属性は、調査に回答があった

264（回収率 47.8％）自治体のうち、重層的

支援体制整備事業実施自治体183票（52.8％）、

移行準備事業実施自治体 81 票（39.3％）で

あった。回答自治体の属性は、一般市が 58.

0％と最も多く、事業の実施年度は初年度が 2

9.2％、本格実施 3 年目の自治体が 18.7％で

あった。 

各パートの平均値を算出すると、まず、「Ⅰ．

包括的な支援体制の整備に向けた取組み」で、

多くの自治体で取り組まれている事項（平均

値が 0.8以上）は、「Ⅰ-1．包括的な支援体制

の整備に向けて意識の共有を図るための多

様な関係者との協議（意見交換）が行われま

したか」の「福祉に関連する庁内の関係各課

の職員との協議（意見交換）が行われた」0.

95、「Ⅰ-2．関連する施策の状況や実績を把握

し、その内容を包括的な支援体制の整備に活

かしていくための検討が行われましたか。」

の「相談支援に関連する施策について、現状

や実績を把握し検討が行われた」0.85、「Ⅰ-

6．包括的な支援体制に関する具体的なビジ

ョン（目指す姿）が関係者と共有されていま

すか。」の「福祉に関連する庁内の関係各課の

職員とビジョンが共有されている」0.82の 3

つであった。 

一方、取り組みが進んでいない（平均値が

0.1未満）ことが示唆されたのは、「Ⅰ-7．包

括的な支援体制の整備のために、中長期的な

視点を持って、分野を越えた対応が可能にな

るような人材配置に関して検討が行われて

いますか」の「包括的な支援体制の人材配置

に関する独自の方針や計画が策定されてい

る」0.06、「Ⅰ-9．包括的な支援体制の整備に

向けて協議（意見交換）を行う多様な場や機

会がありますか」の「ビジョンの実現に必要

な新規の取組の企画・実施等について、参加

者や内容を限定せず、柔軟に話をする場や機

会がある」0.09の 2つであった。 

次に、「Ⅱ．重層的支援体制整備事業の進捗

状況」について、進捗が進んでいたのは（平

均値が 3 以上）、「Ⅲ-1-1-1．相談者の属性や

世代、相談内容に関わらず、相談を受け付け

ている」3.16、「Ⅲ-1-2-1．包括的相談支援事

業者のみでは解決が難しい場合に、事例のニ

ーズに対応した適切な支援関係機関と連携

して対応している」3.11、「Ⅲ-2-1-1．単独の

支援関係機関で抱え込まず、複数の支援関係

機関が関わる体制を整備している」3.06、「Ⅲ

-3-3-1．本人と出会えた後も支援関係機関と

つながることが困難な場合に、自宅への訪問

や必要な支援関係機関への同行支援等の支

援を行っている」3.03の 4つであった。 

一方、進捗が不十分だと考えられる項目は

（平均値が 2 以下）、「Ⅲ-4-2-3．福祉以外の

部局と連携した支援メニューを開発してい
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る」1.76、「Ⅲ-5-3-2．既存のコーディネート

人材の活用だけでなく、対象拡大等の業務負

担を勘案した体制づくりをしている」1.91、

「Ⅲ-5-3-3．福祉以外の部署（まちづくり、防

災等）と協議して、分野ごとの事業の枠を超

えた事業の体制を展開している」1.98の 3つ

であった。 

そして、「Ⅲ．重層的支援体制整備事業の実

施事業者や他分野の事業の協働・連携」につ

いては、回答傾向として、極端に低い項目は

なかったものの、「Ⅳ-1-17．⑤地域づくり事

業者 地域活動支援センター事業⇔包括的

相談支援事業者」の回答数が他の設問と比し

て低く、地域づくり事業者と包括的相談支援

事業者の連携に課題があることがうかがえ

た。 

 

２．伴走班 

 本研究の対象である包括的な支援体制や

重層的支援体制整備事業は、複数の施策や事

業から構成され、それらが一体的に実施され

ることで「体制が整備される」ことが期待さ

れていることから、プログラム評価の単純な

適用には課題がある。そのことを踏まえて 7

つの自治体において、参加型評価のデザイン

に基づいて、アクションリサーチの方法で評

価伴走を行いながら、対象自治体において体

制整備にかかわるメンバーとともに活用可

能な評価枠組みの構築に取り組んだ。各自治

体では、それぞれの地域の実情に合わせて評

価伴走を行うことで、多様な課題に応じた評

価活動の活用（バリエーション）を試行した。 

 評価伴走班は、初年度から伴走支援を進め、

2 年目を迎える自治体（高島市、坂井市、東

海村、豊田市）と、今年度から伴走支援を開

始した自治体（北九州市、都城市、日光市）

がある。各自治体の評価活動は、それぞれの

分担研究報告書の通りであるが、以下では結

果を要約する。 

まず、2 年目を迎えた自治体では、昨年か

らの成果を踏まえて評価活動に取り組んだ。

高島市では、前年度に作成した包括的な支援

体制を構築するためのロジックモデルとア

ウトカム指標案を精緻化し、アウトカム指標

を確定するとともに、データ収集を行ってア

ウトカム評価を実施する準備を整えること

ができた。東海村では、「包括的な支援体制の

整備に向けたロジックモデル」の形成を丁寧

に行った結果、アウトカム指標の設定までは

至らず、次年度に取り組むことになった。坂

井市では、評価プロジェクトチーム以外に評

価の考え方を浸透させていくこと、また、新

たに評価のためにデータを収集していくこ

との合意形成が難しいという状況に直面し、

評価枠組みの再設定（ロジックモデルの形成）

と、既存のデータの活用の可能性を検討する

ことになった。以上の 3自治体が、基本的に

はロジックモデルを形成し、アウトカムに基

づいた指標の設定とそのデータに基づいた

アウトカム評価を目指して進めているのに

対し、豊田市では、相談支援体制の形成的評

価に取り組んできた。今年度は、昨年度に実

施した相談支援機関の職員に対するインタ

ビュー調査に基づいて、市が想定した課題に

対して立案した包括的な相談支援体制の整

備に向けた取組に対する形成的評価として、

市内の相談支援機関の全職員を対象に質問

紙調査を実施した。結果の詳細な分析は、今

後進めることになるが、世帯全体を意識した

支援が行われているか、早期発見・対応がで

きているかについて、所属機関別に整理する

と、回答に違う傾向がみられた。分野別の相

談支援機関（例えば障がい者相談支援事業所）

と CSW や行政各課に認識の違いがみられた

のは、実際の対応ケース全体の把握が可能な

機関か否かの違いをはじめ、分野をまたいで

対応した個別ケースの管理方法等、仕組みの

問題とも関係があると考えられた。また、連

携方法の検討や人材育成を求める記述も多

数見られたことから、これらの認識の違いに

も相談支援体制整備のあり方の改善の糸口

が含まれると考えられた。 

 次に、今年度から伴走支援を開始した自治

体では、評価プロジェクトチームを組成して、

評価可能性アセスメントを実施し、評価活動

に取り組んだ。このうち、北九州市では、政

令指定都市であることから、各行政区の重層

的支援体制整備事業を担うことが想定され

る職員（いのちをつなぐネットワーク担当係

長）の事業や評価活動への理解が重要になる。

そのため、こうした職員の認識を明らかにす

るため、ワークショップ及びヒアリングを実

施した。結果として、①担当係長の専門性や

行政区の取り組みのばらつき、②本庁／行政

区の役割分担をめぐる認識のずれ、③事業理

念に関する共通理解の不足といった課題が

明らかになり、評価プロジェクトチームでは、

こうした課題を踏まえ、次年度以降の評価活

動の進め方を検討した。一方、都城市と日光

市では、包括的な支援体制整備における地域

づくりに向けた支援の評価枠組みを構築す

ることに焦点をあてて評価活動をおこなっ

た。都城市では、Most Significant Change

 (MSC)という評価アプローチを援用したワ

ークショップを実施し、プロジェクトチーム

に参加するメンバーの感じる最も重要な地
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域の変化のエピソードと、それを最も重要だ

と思う理由を共有することで、地域活動の意

味・意義に着目して質的データの収集を行っ

た。ワークショップでは、エピソードから気

になるキーワードを参加者が抽出し、それら

を類型化する作業から、地区社協活動におい

て大切にしたいことや、地区社協活動の原動

力となっていることを抽出していき、「地域

の理想像」という形で言語化・集約化を行っ

た。次に、この「地域の理想像」が達成でき

たかを確認できるようにする判断基準とし

て、地区社協において活動する際に、彼らが

重要視する意義や価値に紐づいた行動原則

を策定し、日常の取り組みにおいて、その原

則を意識して活動できたかを評価軸とする P

rinciples-focused Evaluation（Patton 201

7）の考え方を援用し、構想づくりに活用した。

日光市では、ワーカーの行動記録を評価の基

礎データとするため、コミュニティワークの

理論・研究を踏まえ、従来の記録フォーマッ

トの改善を行った。また、こうした記録に基

づいて、ワーカーが参加する評価ワークショ

ップにおいて、地域支援の成果（アウトカム）

を言語化する取組を行った。10月～３月まで

のコミュニティワーク記録の記述の中から、

成果とみなしうる内容が含まれるもの（約 4

0）を抜き出し、それらをアウトプットとアウ

トカムに分類し、さらにアウトカムの内容を

抽象化・言語化を試みた。 

 

D．考察 

１．指標班 

実施した調査データの分析は、着手したばか

りであるが、以下のような分析に着手している。  

第1に、包括的な支援体制の整備に向けた取

り組みのモデル化である。10 項目 40 設問で構

成される「包括的な支援体制整備に向けた取り

組み」をモデル化することで、体制整備に向けた

取り組みのプロセスを明確にするため、各項目

のパス解析を行い、どのようなプロセスで体制整

備に取り組むことが有効かを明らかにできると考

えている。 

第２に、「Ⅱ包括的な支援体制の整備に向

けた取組」と包括的な支援体制の具体的な支

援プロセスを示す「Ⅲ 重層的支援体制整備

事業の進捗状況」の関係の分析である。例え

ば、Ⅱの項目のうち「関連する施策の状況や

実績の把握」や「マインドの醸成」といった

体制整備に向けた取り組みは、すべての重層

的支援体制整備事業の実施状況と関連して

いた。こうした分析を進めることで、具体的

な事業に取り組む際に重要な体制整備の項

目を明らかにできると考えられる。また、重

層的支援体制整備事業の中でも他事業との

結節点となる多機関協働事業と関連してい

た項目として、「協議の場の設定」との関連が

示されている。今後は、人口規模や重層事業

の実施年数といった市町村属性との関連性

をより詳細にみていくことで、市町村の状況

に応じた包括的支援体制の整備や重層的支

援体制整備事業の支援プロセスの充実に向

けた視点を提示する予定である。 

また、全体研究会では、指標班で開発した

指標の活用方法についての検討にも着手し

ている。 

 

２．伴走班 

 伴走班では、各自治体の実情に応じ、評価

学の知見を参照しながら、評価の目的に合わ

せて、多様なアプローチや手法を活用しなが

ら評価活動を行ってきた。取り扱うテーマや

領域、また手法には多様なバリエーションが

ありつつも、最終的な成果に向けて、各伴走

自治体での取り組みの共通項として以下の

点が挙げられる。 

 第１に、参加型評価に基づいて評価活動を

行っていることである。多様な主体による連

携・協働によって構築される包括的な支援体

制の評価活動の枠組み構築には、利害関係者

が参加し、ともに評価を実施していくことが、

体制整備の促進にも寄与すると考えられる。 

 第２に、評価プロセスの活用の視点である。

「評価のプロセス活用」(Patton 1997)とは、

評価の実施過程で得られる学びの結果とし

て、評価に関与した個人の思考や行動の変化、

およびプログラムや組織内の手続きや文化

の変化が起こることを指す概念である。評価

活動のプロセスを通じた評価能力の向上や、

ガバナンスの促進への寄与が伴走自治体で

みられており、こうした知見をまとめていく

必要がある。 

以上のように、それぞれの地域の実情に応

じて進めてきた評価活動を「連携体制の構築

にむけて必要な取組みとそのプロセス」とし

て位置付け、自治体の体制構築の段階や課題

に応じて活用できるものとして俯瞰的に整

理していくことについて、全体研究会で検討

に着手している。 

 

E．結論 

 指標班では、重層的支援体制整備事業及び

その準備事業に取り組む自治体にする全数

調査を実施し、一定の回答を得ることができ

た。今後は、指標の妥当性と信頼性の検証を

進めると同時に、調査から見えてきた包括的

な支援体制の体制整備に向けて必要な取り
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組み及び重層的支援体制整備事業の実施状

況について分析を進める。また、包括的な支

援体制の構築にあたっては、多様な主体が協

議するプロセスが重要だとされてきたが、こ

うしたプロセスにおいて必要な取り組みを

明らかにすると同時に、体制整備のプロセス

と重層的支援体制整備事業の実施状況との

関係についても検討し、その成果を自治体の

評価活動に活用できる方法についても検討

していく。 

伴走班では、7つの自治体に伴走しながら、

包括的な支援体制や重層的支援体制整備事

業の多様な側面（例えば、豊田市では相談支

援体制の形成的評価に焦点を当てる一方、新

たに取り組んで都城市や日光市では、地域づ

くりに向けた支援に焦点を当てた）や自治体

の機能や規模による差異（政令指定都市の北

九州市での評価活動に着手）を踏まえつつ、

多様な評価のアプローチを試行することが

できた。また、こうした多様な取り組みの中

でも、包括的な支援体制の整備の評価活動と

して、参加型評価のデザインが有効であるこ

と、活動を通じて実用重視型評価(Patton,19

97)でいう、評価プロセス活用の効果が明ら

かになりつつある。昨年度確認したとおり、

包括的な支援体制及び重層的支援体制整備

事業は、複数の施策や事業から構成される

「体制」であり、複合的な視点で評価枠組み

を構築していく必要がある（清水、2024）。

評価の目的とそれに活用した手法のバリエ

ーション、データを収集して得られた評価結

果からのリフレクションとそれを組織の学

びに変えていく仕組み、評価活動のプロセス

を通じた評価能力向上や、ガバナンス促進へ

の寄与について、伴走班間での知見の整理・

体系化を進める。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 
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用いた市町村による包括的支援体制の整

備に向けた評価指標作成の試み．日本地域
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大夛賀政昭．重層的支援体制整備事業におけ

る事業間の連携・協働レベルの評価手法の
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体制整備の評価枠組み構築に向けた試行

的調査―重層的支援体制整備事業の主管

課職員の評価経験・意識に着目して― . 日

本社会福祉学会  第 72 回秋季大会；
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